
豊田市結核予防対策事業補助金交付要綱 
 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以
下「規則」という。）に定めるもののほか、結核予防事業に対する補助金の交
付に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この要綱において「施設」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律施行令（平成１０年政令第４２０号）第１１条に規定
する施設をいう。 
（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、結核に係る定期の健康診断に要する経費の一部を補助
することにより、結核の早期発見及び早期治療を図り、もって市民の健康の
維持・増進に資することを目的とする。 
（補助事業者） 

第４条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、学校（専修学
校及び各種学校を含み、修業年限が１年未満のものを除く。）又は施設（国、
都道府県及び市町村の設置する学校又は施設を除く。以下「施設等」という。）
の設置者とする。 
（補助事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１
４号）第５３条の２第１項の規定に基づいて施設等の⾧が行う結核に係る定
期の健康診断とする。 
（補助金の基準額） 

第６条 補助金の算定基準単価は、申請年度の前年度の「感染症予防事業費等
国 庫 負 担 （ 補 助 ） 金 交 付 要 綱 」 に お け る 結 核 の 健 康 診 断 等 に 係 る 基 準 単 価
（以 下「 基準 単 価 」と いう 。） とし 、 補助金の 算定 に 当 たっ て基 準と な る額
（以下「基準額」という。）は、次に掲げる額の合計額とする。 

（１）基準単価に医療機関でレンズカメラによって間接撮影を受けた者の延べ
人数を乗じて得た額 

（２）基準単価に医療機関で７０ミリメートルミラーカメラによって間接撮影
を受けた者の延べ人数を乗じて得た額 

（３）基準単価に医療機関で１００ミリメートルミラーカメラによって間接撮
影を受けた者の延べ人数を乗じて得た額 

（４）基準単価に医療機関で直接撮影を受けた者の延べ人数を乗じて得た額 
 
 



（補助対象経費） 
第７条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助事業に要した実支出額（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）から
当該補助事業に係る寄附金その他の収入を控除した額とする。 
（補助金額） 

第８条 補助金の額は、基準額と補助対象経費を比較して、少ない方の額に３
分の２を乗じて得た額とする。 

２ 補助金の額の決定に当たって算出された額に１円未満の端数が生じたとき
は、これを切り捨てるものとする。 
（交付の申請） 

第９条 補助金の交付の申請は、補助事業を完了した後に行うものとする。 
２ 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、結核予防対策事業補助

金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、別表
に定める期限までに市⾧に提出しなければならない。 

（１）結核予防対策事業補助金総括表（様式第２号） 
（ ２ ） 結 核 予 防 対 策 事 業 補 助 金 実 施 対 象 別 ・ 種 目 別 支 出 額 及 び 基 準 額 算 出 表

（様式第３号） 
（３）結核健康診断実施成績書（様式第４号） 
（４）歳入歳出予算書写し（様式第５号。補正を予定している場合は、補正後

の額を計上した補正予算見込書） 
（５）施設等を経営又は運営する団体（以下「団体」という。）の定款、規約等 
（６）団体が法人の場合は、役員名簿（様式第６号） 
（７）結核健康診断受診者名簿（様式第７号） 
（８）領収書の写し（原本証明をしたもの）その他参考となる資料 

（交付の決定等） 
第１０条 市⾧は、前条第２項の規定により補助金の交付の申請があったとき

は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内
において交付の決定をするとともに、交付する補助金の額を確定し、結核予
防対策事業補助金交付決定通知書兼確定通知書（様式第８号）により、補助
事業者に通知するものとする。 

２ 市⾧は、補助金の交付の決定に当たって、第３条の目的を達成するために
必要があると認めたときは、条件を付することができる。 

３ 市⾧は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上
で、住民基本台帳の閲覧や市税の収納状況を確認することができる。 
（交付決定の除外） 

第１１条 前条第１項の規定にかかわらず、市⾧は、団体が次のいずれかに該
当するときは、交付の決定をしないものとする。 



（１）団体が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法
律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以
下「暴力団」という。）であると認められるとき。 

（２）団体の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業
所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する
代表者及び理事等をいい、補助事業者を含む。以下同じ。）に暴対法第２条
第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員では
ないが暴力団と関係を持ちながらその組織の威力を背景として暴力的不法
行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

（３）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が、団体の経
営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（４）団体の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力
団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなど
していると認められるとき。 

（５）団体の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等
が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給
し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与してい
ると認められるとき。 

（６）団体の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難され
るべき関係を有していると認められるとき。 

（補助金の交付等） 
第１２条 第１０条第１項の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに

補助金を請求するものとする。 
２ 第９条第２項の規定による交付申請を行った後に補助事業者の身分を喪失

した場合にあっても、当該補助事業を実施した際に現に補助事業者であった
ときは、前項の請求を行うことができるものとする。 

３ 市⾧は、第１項の請求を受けたときは、遅滞なく補助金を交付するものと
する。 
（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１３条 市⾧は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助
金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全
部若しくは一部を返還させるものとする。 

（１）規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の決定をするときに付し
た条件若しくは市⾧の指示に違反したとき。 

（２）補助金を交付の目的以外に使用したとき。 
（３）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 
（４）第１１条各号のいずれかに該当したとき。 
 
 



（委任） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市⾧が別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 
 
   附 則 
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 

 附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 
 

 

  



別表（第９条関係） 

交 付 申 請 の 期 限 

補 助 事 業 の 完 了 時 期 申 請 期 限 

申請年度の４月１日から１２月３１日までに補助
事業を完了したとき 

当該年度の１月３１日 

上記の期間以降に補助事業を完了したとき 当該年度の３月１５日 

 
※申請期限が豊田市の休日を定める条例（平成元年条例第６１号）第２条に規

定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。 
 


